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１ 学校法人寄附行為作成例 

  

 

学校法人○○学園寄附行為 

 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、学校法人○○学園と称する。 

 （事務所） 

第２条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。 

 

   第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。 

（注）幼保連携型認定こども園のみを設置する場合は、「～、教育基本法及び就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に従い、学校教育及び保育を行い、～」などと記

載すること。また、幼保連携型認定こども園と他の私立学校のいずれも設置する場合は、「～、教

育基本法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に従い、学校教育及び保育を行い、～」などと記載すること。 

 （設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

 (1) ○○高等学校 全日制課程 ○○科 

 (2)        定時制課程 ○○科 

 (3)        通信制課程 （広域）○○科 

 (4) ○○中学校 

 (5) ○○小学校 

 (6) ○○幼稚園 

 (7) 認定こども園○○こども園 

 (8) ○○専修学校 ○○専門課程 

 (9)        ○○高等課程 

 (10) ○○各種学校 

（附帯事業） 

第４条の２ この法人は、本法人が行う教育事業に附帯する事業として、次に掲げる保育機能施設

を設置する。 

    保育機能施設〇〇〇園 

※ 一部省略 
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 （収益事業） 

第５条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。 

 (1) 〇〇〇事業 

 (2) ×××事業 

２ 前項の収益事業の運営に関する重要な事項については、理事総数（現在数）の３分の２以上の

議決を得なければならない。 

 

   第３章 役員及び理事会 

 

［略］ 

 

 （諮問事項） 

第23条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かな

ければならない。 

 (1) 予算及び事業計画 

(2) 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産の処

分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

(3) 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退

職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準 

 (4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

 (5) 寄附行為の変更 

 (6) 合併 

 (7) 目的たる事業の成功の不能による解散 

 (8) 収益事業に関する重要事項 

 (9) 寄附金品の募集に関する事項 

 (10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 

［略］ 

 

   第５章 資産及び会計 

 （資産） 

第29条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

 （資産の区分） 

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財

産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３ 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記
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載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。 

４ 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業

用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。 

５ 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又

は収益事業用財産に編入する。 

 

［略］ 

 

 （会計） 

第34条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。 

２ この法人の会計は、学校の経営に関する会計（以下「学校会計」という。）及び収益事業に関

する会計（以下「収益事業会計」という。）に区分するものとする。 

 

［略］ 

 

 （決算及び実績の報告） 

第37条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見

を求めなければならない。 

３ 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければなら

ない。 

 

［以下略］ 


